








要約:前年度の文献研究と予備調査からマタニティーブルーズに関する諸外国の調査研究

1)2)3)と国内での先行する調査研究 4)5)とではその実態に大きな差があることが明らか

になった。このため産直後から産後精神障害までを追跡調査する際、日本国内の多施設で

の調査において妥当性をもつ評価システムを策定することが求められた。これを今年度の

検討課題とし、①日本におけるマタニティーブルーズの診断基準の策定と、②産科臨床に

おいて実用性をもつスクリーニング法の検討を行った。

①マタニティイーブルーズの診断基準について

海外との比較および多施設において実態を明らかにする際、その診断の基準を操作的に定

義され一定の診断手続きを経れば一致した結果がえられる形式とする必要がある。オーブ

ンフォーラムにおいて検討を行い、本文中に示したような診断基準を作成した。

②マタニティーブルーズのスクリーニング法の検討

前記のような診断基準にもとづき、九州大学医学部付属病院周産母子センターにて出産し

た妊産婦を対象に調査を行った。対象とした妊産婦に対し、産前の心理社会的指標、産後

5 日間の自己記入式質問表、産後 3 週間目の電話面接による調査を行った。報告の時点で

調査を終えた妊産婦は 30 名であった。このうちスタインのブルーズ質問票による産後 5

日間の調査結果を英国の基準により判定するとマタニティーブルーズの頻度は 36.7%とな

った。RDC 診断に基づき作成した構造化面接(マタニティーブルーズ、産後うつ病スクリ

ーニング面接)を用いた電話面接の結果、23.3%の妊産婦が、マタニティーブルーズと診断

された。以上の結果にもとづき、日本においてスタインの質問票をスクリーニングに用い

る際、妥当なカットオフポイントを検討したところ、英国と同じ 8点となった。今後本邦

におけるマタニテイープルーズの出現頻度を多施設において検討するさいスタインの質問

票を用い、8 点をカットオフポイントとしてスクリーニングを行うことが望ましいと考え

られた。


